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地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
六
号
）
（
第
一
条
関
係
）

２
頁

○

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
号
）
（
第
二
条
関
係
）

５
頁

○

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第

百
五
十
七
号
）
（
第
三
条
関
係
）

頁
10

○

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）
（
附
則
第
二
項
関
係
）

頁
21
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○

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
六
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
初
任
者
研
修
の
対
象
か
ら
除
く
者
）

（
初
任
者
研
修
の
対
象
か
ら
除
く
者
）

第
二
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る

第
二
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る

。

。

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者

一

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者

二

教
諭
、
助
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
又
は
講
師
（
常
時
勤
務
の
者
及
び

二

教
諭
、
助
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
又
は
講
師
（
常
時
勤
務
の
者
及
び

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第

一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
に
限
る
。
第
八
条
各
号
及
び
附

一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
に
限
る
。
第
八
条
各
号
及
び
附

則
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
次
条
及
び
附
則
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
教

則
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
次
条
及
び
附
則
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
教

諭
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
国
立
学
校
（
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

諭
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
国
立
学
校
（
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
国
立
学
校
及
び
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条

る
国
立
学
校
及
び
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条

第
一
項

に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
（
次
条
第
三
項
第
五
号
に
お
い
て
「
国
立

第
一
項

に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
（
次
条
第
三
項
第
五
号
に
お
い
て
「
国
立

大
学
法
人
」
と
い
う
。
）
の
設
置
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の

大
学
法
人
」
と
い
う
。
）
の
設
置
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の

子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平

子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ

成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
公
立
の
学
校
（
学

ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
公
立
の
学
校
（
学

校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。

校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
又
は
私
立
の
学
校
で
あ
る
小
学
校
等
（
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規

以
下
同
じ
。
）
又
は
私
立
の
学
校
で
あ
る
小
学
校
等
（
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
小
学
校
等
を
い
う
。
次
条
及
び
附
則
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

定
す
る
小
学
校
等
を
い
う
。
次
条
及
び
附
則
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
お
い
て
引
き
続
き
一
年
を
超
え
る
期
間
を
勤
務
し
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
任
命

に
お
い
て
引
き
続
き
一
年
を
超
え
る
期
間
を
勤
務
し
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
任
命
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権
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

権
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
の
地
方
教
育
行
政
の

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
地
方
教
育
行
政

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
三
十

の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
三

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
費
負
担
教
職
員
（
以
下
「
県
費
負
担
教
職
員
」
と
い

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
費
負
担
教
職
員
（
以
下
「
県
費
負
担
教
職
員
」
と

う
。
）
に
つ
い
て
は
当
該
中
核
市
の
教
育
委
員
会
、
市
（
中
核
市
を
除
く
。
以
下

い
う
。
）
に
つ
い
て
は
当
該
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
町
村
が
設
置
す
る
中
等
教
育
学
校
（
後
期
課
程
に
学

十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
の
県
費
負

校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
時
制
の
課
程
の
み
を
置
く
も
の
を
除
く

担
教
職
員
に
つ
い
て
は
当
該
中
核
市
の
教
育
委
員
会
、
市
（
指
定
都
市
及
び
中
核

。
）
の
県
費
負
担
教
職
員
に
つ
い
て
は
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
。
次
条
第
三

市
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
町
村
が
設
置
す
る
中
等
教
育
学
校

項
第
五
号
並
び
に
第
五
条
第
二
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
教
諭
又
は

（
後
期
課
程
に
学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
時
制
の
課
程
の
み
を

保
育
教
諭
の
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
知
識
又
は
経
験
の
程
度
を

置
く
も
の
を
除
く
。
）
の
県
費
負
担
教
職
員
に
つ
い
て
は
当
該
市
町
村
の
教
育
委

勘
案
し
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
初
任
者
研
修
を
実
施
す
る
必
要
が
な
い
と
認

員
会
。
次
条
第
三
項
第
五
号
並
び
に
第
五
条
第
二
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ

め
る
も
の

。
）
が
教
諭
又
は
保
育
教
諭
の
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
知
識
又

は
経
験
の
程
度
を
勘
案
し
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
初
任
者
研
修
を
実
施
す
る

必
要
が
な
い
と
認
め
る
も
の

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

附

則

附

則

（
幼
稚
園
等
の
教
諭
等
に
対
す
る
十
年
経
験
者
研
修
の
特
例
）

（
幼
稚
園
等
の
教
諭
等
に
対
す
る
十
年
経
験
者
研
修
の
特
例
）

３

第
三
条
第
三
項
第
五
号
並
び
に
第
五
条
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

３

第
三
条
第
三
項
第
五
号
並
び
に
第
五
条
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

い
て
は
、
当
分
の
間
、
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
の
教
諭
、
助

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る

教
諭
及
び
講
師
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
の
任
命
権
者
は

幼
稚
園
の
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
教
諭
等
」
と
い
う

、
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
と
し
、
中
核
市
の
設
置
す
る

。
）
の
任
命
権
者
は
、
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
と
し
、

特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
の
教
諭
等
の
任
命
権
者
は
、
当
該
中
核
市
を
包
括
す
る
都
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中
核
市
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
の
教
諭
等
の
任
命
権
者
は
、
当
該
中

道
府
県
の
教
育
委
員
会
と
し
、
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
保
連
携
型

核
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
と
し
、
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
設

認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
及
び
講
師
の
任
命
権
者
は
、
当
該
市
町

置
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
及
び
講
師
の
任
命

村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
と
す
る
。

権
者
は
、
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
と
す
る
。
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○

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
複
数
の
教
頭
及
び
教
諭
等
の
協
力
に
よ
る
指
導
が
行
わ
れ
る
場
合
等
に
お
け
る
教

（
複
数
の
教
頭
及
び
教
諭
等
の
協
力
に
よ
る
指
導
が
行
わ
れ
る
場
合
等
に
お
け
る
教

頭
及
び
教
諭
等
の
数
の
算
定
）

頭
及
び
教
諭
等
の
数
の
算
定
）

第
二
条

法
第
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
数
は
、
都
道
府
県
又
は
地
方
自
治
法
（

第
二
条

法
第
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
数
は
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
小

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い

（
以
下
単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
教
育
委
員
会
が
小
学
校
、
中
学
校
若
し

て
行
わ
れ
る
複
数
の
教
頭
及
び
教
諭
等(

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
頭
及
び
教
諭

く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
複
数
の

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。)

の
協
力
に
よ
る
指
導
に

教
頭
及
び
教
諭
等(

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
頭
及
び
教
諭
等
を
い
う
。
以
下
こ

係
る
授
業
時
数
及
び
児
童
又
は
生
徒
の
数
、
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育

の
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。)

の
協
力
に
よ
る
指
導
に
係
る
授
業
時
数
及
び

学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
少
数
の
児
童
又
は
生
徒

児
童
又
は
生
徒
の
数
、
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育

に
よ
り
構
成
さ
れ
る
集
団
を
単
位
と
し
た
指
導
に
係
る
授
業
時
数
及
び
児
童
又
は
生

学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
少
数
の
児
童
又
は
生
徒
に
よ
り
構
成
さ
れ
る

徒
の
数
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程

集
団
を
単
位
と
し
た
指
導
に
係
る
授
業
時
数
及
び
児
童
又
は
生
徒
の
数
、
中
学
校
、

に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
選
択
教
科
の
数
及
び
授
業
時
数
並
び
に
当
該
選
択
教
科
の
履

義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
開
設
さ
れ

修
に
係
る
生
徒
の
数
、
小
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
行
わ
れ

る
選
択
教
科
の
数
及
び
授
業
時
数
並
び
に
当
該
選
択
教
科
の
履
修
に
係
る
生
徒
の
数

る
専
門
的
な
知
識
又
は
技
能
に
係
る
教
科
等
に
関
す
る
専
門
的
な
指
導
に
係
る
授
業

、
小
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
専
門
的
な
知
識
又

時
数
及
び
児
童
の
数
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
教
頭
及
び
教
諭
等
を
置
く
こ
と
に

は
技
能
に
係
る
教
科
等
に
関
す
る
専
門
的
な
指
導
に
係
る
授
業
時
数
及
び
児
童
の
数

つ
い
て
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
と
認
め
る
学
校
の
数
等
を
考
慮
し
、
文
部
科
学
大
臣

そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
教
頭
及
び
教
諭
等
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
の
配
慮
を
必

が
定
め
る
数
と
す
る
。

要
と
す
る
と
認
め
る
学
校
の
数
等
を
考
慮
し
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数
と
す
る

。
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（
養
護
教
諭
等
の
数
の
算
定
）

（
養
護
教
諭
等
の
数
の
算
定
）

第
三
条

法
第
八
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
数
は
、
次
に

第
三
条

法
第
八
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
数
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

一

医
療
機
関
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
に
規

一

医
療
機
関
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
に
規

定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
（
医
師
が
常
駐
し
て
い
な
い
も
の
及
び
歯
科
医
業
の
み

定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
（
医
師
が
常
駐
し
て
い
な
い
も
の
及
び
歯
科
医
業
の
み

を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
存
し
な
い
市
（

を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
存
し
な
い
市
町

特
別
区
を
含
む
。
第
五
条
第
一
項
各
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
町
村
で
二
学
級

村
で
二
学
級
以
下
の
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
同
号
に
お

以
下
の
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
同
号

同
じ
。
）
若
し
く
は
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
設
置
す
る
も
の
の
数
に

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
設
置
す
る
も
の
の
数

一
を
乗
じ
て
得
た
数

に
一
を
乗
じ
て
得
た
数

二

医
療
機
関
が
存
し
な
い
離
島
地
域
（
島
の
全
部
又
は
一
部
の
地
域
で
離
島
振
興

二

医
療
機
関
が
存
し
な
い
離
島
地
域
（
島
の
全
部
又
は
一
部
の
地
域
で
離
島
振
興

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
離
島

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
離
島

振
興
対
策
実
施
地
域
の
指
定
に
係
る
も
の
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（

振
興
対
策
実
施
地
域
の
指
定
に
係
る
も
の
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
の
区
域
内

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
の
区
域
内

に
存
す
る
島
の
地
域
及
び
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号

に
存
す
る
島
の
地
域
及
び
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号

）
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
離
島
の
地
域
を
い
う
。
）
で
当
該
離
島
地
域
内
に

）
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
離
島
の
地
域
を
い
う
。
）
で
当
該
離
島
地
域
内
に

二
学
級
以
下
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
存

二
学
級
以
下
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
存

す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
小
規
模
校
所
在
離
島
地
域
」
と
い
う
。
）

す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
小
規
模
校
所
在
離
島
地
域
」
と
い
う
。
）

の
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
規
模
校
所
在
離
島
地
域
の
み
を
そ
の
区
域
と
す

の
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数
（
小
規
模
校
所
在
離
島
地
域
の
み
を
そ
の
区
域
と
す

る
市
町
村
が
存
す
る
場
合
に
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
数
か
ら
当
該
市
町
村
の
数
に

る
市
町
村
が
存
す
る
場
合
に
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
数
か
ら
当
該
市
町
村
の
数
に

一
を
乗
じ
て
得
た
数
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。
）

一
を
乗
じ
て
得
た
数
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。
）
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２

都
道
府
県
又
は
市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
若
し
く
は

２

前
項
各
号
に
規
定
す
る
学
級
の
数
は
、
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
係
る
前
項
各
号
に
規
定
す
る
学
級
の
数

県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
た
基
準
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

は
、
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
た
基
準
に

よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３

指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課

（
新
設
）

程
に
係
る
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
学
級
の
数
は
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
が
編
制
し
た
学
級
の
数
と
す
る
。

（
事
務
職
員
の
数
の
算
定
）

（
事
務
職
員
の
数
の
算
定
）

第
四
条

法
第
九
条
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
学
校

第
四
条

法
第
九
条
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
こ

教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
の
う

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
町
村
の
教
育
委
員
会
が
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

ち
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す

律
第
二
十
六
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
の
う
ち
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十

る
要
保
護
者
に
準
ず
る
程
度
に
困
窮
し
て
い
る
と
認
め
る
者
（
就
学
困
難
な
児
童
及

五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
に
準
ず
る
程
度

び
生
徒
に
係
る
就
学
奨
励
に
つ
い
て
の
国
の
援
助
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年

に
困
窮
し
て
い
る
と
認
め
る
者
（
就
学
困
難
な
児
童
及
び
生
徒
に
係
る
就
学
奨
励
に

法
律
第
四
十
号
）
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
等
の
支
給
を
当
該
市
町
村
か
ら
受
け

つ
い
て
の
国
の
援
助
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
条
各

る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
費
用
等
の
支
給
を
当
該
市
町
村
か
ら
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
併
設
校
の
規
模
等
）

（
併
設
校
の
規
模
等
）
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第
六
条

法
第
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
の
小
学
校
及
び
中
学
校
（
中
等

第
六
条

法
第
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
の
小
学
校
及
び
中
学
校
（
中
等

教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
八
条

教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
八
条

第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
三
学
級
の
小
学
校
及
び
三
学
級
の
中

第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
三
学
級
の
小
学
校
及
び
三
学
級
の
中

学
校
と
し
、
法
第
九
条
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
四
学
級
か
ら

学
校
と
し
、
法
第
九
条
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
四
学
級
か
ら

六
学
級
ま
で
の
小
学
校
及
び
四
学
級
又
は
五
学
級
の
中
学
校
と
す
る
。

六
学
級
ま
で
の
小
学
校
及
び
四
学
級
又
は
五
学
級
の
中
学
校
と
す
る
。

２

都
道
府
県
又
は
市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
及
び
中
学

２

前
項
に
規
定
す
る
学
級
の
数
は
、
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の

校
に
係
る
前
項
に
規
定
す
る
学
級
の
数
は
、
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道

教
育
委
員
会
が
定
め
た
基
準
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
た
基
準
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３

指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
及
び
中
学
校
に
係
る
第
一
項
に
規
定
す
る
学
級
の

（
新
設
）

数
は
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
が
編
制
し
た
学

級
の
数
と
す
る
。

４

法
第
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
距
離
は
、
五
百
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

３

法
第
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
距
離
は
、
五
百
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
法
第
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
非
常
勤
の
講
師
）

（
法
第
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
非
常
勤
の
講
師
）

第
八
条

法
第
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
非
常
勤
の
講
師
は
、
次
に
掲
げ
る
も

第
八
条

法
第
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
非
常
勤
の
講
師
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
町
村
に
お
け
る
学

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
学
校
教
育
の
振
興
を
目
的
と
し
て
配
置
さ
れ
る

校
教
育
の
振
興
を
目
的
と
し
て
配
置
さ
れ
る
非
常
勤
の
講
師
の
う
ち
当
該
都
道
府

非
常
勤
の
講
師
の
う
ち
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
教
職
員
の
配
置
の
適
正
化
を
図
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県
に
お
け
る
教
職
員
の
配
置
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
も
の

る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）
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○

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第

百
五
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
及
び
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与

基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限

及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令

度
を
定
め
る
政
令

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

第
一
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

一
般
教
職
員

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準

一

一
般
教
職
員

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
。
以
下
「
標
準
法
」
と
い
う

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
。
以
下
「
標
準
法
」
と
い
う

。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
職
員
の
う
ち
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十

。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
教
職
員
の
う
ち
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条

五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条

の
六
第
一
項
又
は
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法

の
六
第
一
項
又
は
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
以

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
以

外
の
者
を
い
う
。

外
の
者
を
い
う
。

二
・
三
（
略
）

二
・
三
（
略
）

四

都
道
府
県
教
員
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一

四

教
員
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日
に
在
職

日
に
在
職
す
る
都
道
府
県
及
び
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

す
る
公
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
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七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と

期
課
程
（
都
道
府
県
立
の
小
学
校
、
中
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

い
う
。
）
を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校

律
第
二
十
六
号
）
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
と
一
貫

、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
都
道
府
県

し
た
教
育
を
施
す
も
の
を
除
く
。
）
及
び
義
務
教
育
学
校
を
除
く
。
以
下
「
小
学

立
の
小
学
校
、
中
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第

校
等
」
と
い
う
。
）
の
一
般
教
職
員
（
栄
養
教
諭
等
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十

七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
と
一
貫
し
た
教
育
を
施
す
も

九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、

の
を
除
く
。
）
及
び
義
務
教
育
学
校
を
除
く
。
以
下
「
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の

寄
宿
舎
指
導
員
及
び
事
務
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
一

設
置
す
る
小
学
校
等
」
と
い
う
。
）
の
一
般
教
職
員
（
栄
養
教
諭
等
（
学
校
給
食

人
当
た
り
の
給
料
（
給
料
の
調
整
額
及
び
教
職
調
整
額
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
以

の
月
額
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
、
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め

下
同
じ
。
）
、
寄
宿
舎
指
導
員
及
び
事
務
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十

の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育
職
員
の
人
材
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
一
人
当
た
り
の
給
料
（
給
料
の
調
整
額
及
び
教
職
調

十
九
年
法
律
第
二
号
。
以
下
「
人
材
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ

整
額
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
月
額
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
、
学
校
教

り
講
じ
ら
れ
て
い
る
措
置
及
び
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
公
立
の

育
の
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育
職
員
の
人
材
確
保
に

小
学
校
等
の
一
般
教
職
員
の
実
数
等
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ

関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
二
号
。
以
下
「
人
材
確
保
法
」
と

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。

い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
て
い
る
措
置
並
び
に
当
該
都
道
府
県

に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
等
の
一
般

教
職
員
の
実
数
等
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
額
を
い
う
。

五

都
道
府
県
教
員
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一

五

教
員
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に

日
現
在
に
お
い
て
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
等
の
校
長
、
副

お
い
て
、
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭

校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助

、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
及
び
講
師
に
つ
い
て
、
標
準
法
第

教
諭
及
び
講
師
（
第
十
三
号
に
お
い
て
「
校
長
及
び
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
に
つ

六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
、
標
準
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
本

い
て
、
標
準
法
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
、
標
準
法
第
三
条
第
一

文
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
算
定
し
た
学
級
数
に
基
づ
き
標
準
法
第
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項
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
算
定
し
た
学
級
数
に

七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運

基
づ
き
標
準
法
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
、
地
方
教
育
行

営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
八
条
第
四
項
後

政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第

段
の
規
定
に
よ
り
指
導
主
事
に
充
て
ら
れ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
財
務

十
八
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
指
導
主
事
に
充
て
ら
れ
る
も
の
と
し
て
文
部

大
臣
と
協
議
し
て
定
め
た
数
並
び
に
標
準
法
第
十
八
条
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら

科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
た
数
並
び
に
標
準
法
第
十
八
条
第
一
号

第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
産
休
代
替
教
職
員
等
」
と
い
う
。
）
の
実
数

及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
産
休
代
替
教
職
員
等
」
と

の
合
計
数
か
ら
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

い
う
。
）
の
実
数
の
合
計
数
か
ら
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（

百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
者
（
以
下
「
育

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い

児
休
業
者
」
と
い
う
。
）
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

る
者
（
以
下
「
育
児
休
業
者
」
と
い
う
。
）
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
六

よ
り
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
者
（
以
下
「
配
偶
者
同
行
休
業
者
」
と
い
う

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
者
（
以
下
「
配
偶
者
同
行

。
）
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「

休
業
者
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受

専
従
職
員
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計
数

け
た
者
（
以
下
「
専
従
職
員
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者

を
減
じ
た
数
を
い
う
。

の
実
数
の
合
計
数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。

六

都
道
府
県
栄
養
教
諭
等
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の

六

栄
養
教
諭
等
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日

五
月
一
日
に
在
職
す
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
等
並
び
に
市

に
在
職
す
る
公
立
の
小
学
校
等
及
び
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町
村

町
村
立
の
共
同
調
理
場
（
学
校
給
食
法
第
六
条
に
規
定
す
る
施
設
を
い
う
。
以
下

立
の
共
同
調
理
場
（
学
校
給
食
法
第
六
条
に
規
定
す
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ

同
じ
。
）
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
栄
養
教
諭
等
の
一
人
当
た
り
の
給
料
の
月
額
と

。
）
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
栄
養
教
諭
等
の
一
人
当
た
り
の
給
料
の
月
額
と
し
て

し
て
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
、
人
材
確
保
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
て

、
国
家
公
務
員
の
俸
給
、
人
材
確
保
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
て
い
る

い
る
措
置
並
び
に
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
都
道
府
県
及
び
市
町

措
置
並
び
に
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
公
立
の
小
学
校
等
及
び
市

村
の
設
置
す
る
小
学
校
等
並
び
に
市
町
村
立
の
共
同
調
理
場
の
一
般
教
職
員
で
あ

町
村
立
の
共
同
調
理
場
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
栄
養
教
諭
等
の
実
数
等
を
勘
案
し

る
栄
養
教
諭
等
の
実
数
等
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。

算
定
し
た
額
を
い
う
。
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七

都
道
府
県
栄
養
教
諭
等
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の

七

栄
養
教
諭
等
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日

五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
等
並
び

現
在
に
お
い
て
、
公
立
の
小
学
校
等
及
び
市
町
村
立
の
共
同
調
理
場
の
栄
養
教
諭

に
市
町
村
立
の
共
同
調
理
場
の
栄
養
教
諭
等
に
つ
い
て
、
標
準
法
第
八
条
の
二
の

等
に
つ
い
て
、
標
準
法
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
産
休
代
替
教

規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
産
休
代
替
教
職
員
等
の
実
数
と
の
合
計
数
か
ら
育
児

職
員
等
の
実
数
と
の
合
計
数
か
ら
育
児
休
業
者
、
配
偶
者
同
行
休
業
者
、
専
従
職

休
業
者
、
配
偶
者
同
行
休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者

員
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計
数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。

の
実
数
の
合
計
数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。

八

都
道
府
県
事
務
職
員
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五

八

事
務
職
員
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日
に

月
一
日
に
在
職
す
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
等
の
一
般
教
職

在
職
す
る
公
立
の
小
学
校
等
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
事
務
職
員
の
一
人
当
た
り
の

員
で
あ
る
事
務
職
員
の
一
人
当
た
り
の
給
料
の
月
額
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
俸

給
料
の
月
額
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
及
び
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
経
験

給
並
び
に
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
設

年
数
別
の
公
立
の
小
学
校
等
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
事
務
職
員
の
実
数
等
を
勘
案

置
す
る
小
学
校
等
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
事
務
職
員
の
実
数
等
を
勘
案
し
て
文
部

し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。

科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。

九

都
道
府
県
事
務
職
員
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五

九

事
務
職
員
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月
一
日
現

月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
等
の
事
務

在
に
お
い
て
、
公
立
の
小
学
校
等
の
事
務
職
員
に
つ
い
て
、
標
準
法
第
三
条
第
一

職
員
に
つ
い
て
、
標
準
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
学
級
編

項
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
算
定
し
た
学
級
数
に

制
の
標
準
に
よ
り
算
定
し
た
学
級
数
に
基
づ
き
標
準
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
算

基
づ
き
標
準
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
産
休
代
替
教
職
員
等
の
実

定
し
た
数
と
産
休
代
替
教
職
員
等
の
実
数
と
の
合
計
数
か
ら
育
児
休
業
者
、
配
偶

数
と
の
合
計
数
か
ら
育
児
休
業
者
、
配
偶
者
同
行
休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文

者
同
行
休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計

部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計
数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。

数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。
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十

都
道
府
県
特
別
支
援
学
校
教
職
員
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当

十

特
別
支
援
学
校
教
職
員
基
礎
給
料
月
額

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度
の

該
年
度
の
五
月
一
日
に
在
職
す
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援

五
月
一
日
に
在
職
す
る
公
立
の
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
一
般
教

学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
一
般
教
職
員
の
一
人
当
た
り
の
給
料
の
月
額
と
し

職
員
の
一
人
当
た
り
の
給
料
の
月
額
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
、
人
材
確
保

て
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
、
人
材
確
保
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
て
い

法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
て
い
る
措
置
並
び
に
当
該
都
道
府
県
に
お
け

る
措
置
並
び
に
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
都
道
府
県
及
び
市
町
村

る
経
験
年
数
別
の
公
立
の
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
一
般
教
職
員

の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
一
般
教
職
員
の
実
数
等
を

の
実
数
等
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を

勘
案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。

い
う
。

十
一

都
道
府
県
特
別
支
援
学
校
教
職
員
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、

十
一

特
別
支
援
学
校
教
職
員
算
定
基
礎
定
数

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
当
該
年
度

当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
設
置
す
る
特

の
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
公
立
の
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の

別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指

校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教

導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
等
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
寄
宿
舎

諭
等
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
講
師
及
び
事
務
職
員
に
つ
い

指
導
員
、
講
師
及
び
事
務
職
員
に
つ
い
て
、
標
準
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項

て
、
標
準
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に

本
文
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
算
定
し
た
学
級
数
に
基
づ
き
標
準
法

よ
り
算
定
し
た
学
級
数
に
基
づ
き
標
準
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
産
休
代
替
教
職
員
等
の
実
数
と
の

た
数
と
産
休
代
替
教
職
員
等
の
実
数
と
の
合
計
数
か
ら
育
児
休
業
者
、
配
偶
者
同

合
計
数
か
ら
育
児
休
業
者
、
配
偶
者
同
行
休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文
部
科
学

行
休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計
数
を

省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計
数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。

減
じ
た
数
を
い
う
。

十
二

指
定
都
市
教
員
基
礎
給
料
月
額

各
指
定
都
市
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月

（
新
設
）

一
日
に
在
職
す
る
指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校

並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
以
下
「
指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
等

」
と
い
う
。
）
の
一
般
教
職
員
の
一
人
当
た
り
の
給
料
の
月
額
と
し
て
、
国
家
公

務
員
の
俸
給
、
人
材
確
保
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
て
い
る
措
置
及
び



- 15 -

当
該
指
定
都
市
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
等
の
一

般
教
職
員
の
実
数
等
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
額
を
い
う
。

十
三

指
定
都
市
教
員
算
定
基
礎
定
数

各
指
定
都
市
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
五
月

（
新
設
）

一
日
現
在
に
お
い
て
、
指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
諭
等
に

つ
い
て
、
標
準
法
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
、
標
準
法
第
三
条
第

一
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
算
定
し
た
学
級

数
に
基
づ
き
標
準
法
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
、
地
方
教

育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

指
導
主
事
に
充
て
ら
れ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て

定
め
た
数
並
び
に
産
休
代
替
教
職
員
等
の
実
数
の
合
計
数
か
ら
育
児
休
業
者
、
配

偶
者
同
行
休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合

計
数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。

十
四

指
定
都
市
栄
養
教
諭
等
基
礎
給
料
月
額

各
指
定
都
市
ご
と
に
、
当
該
年
度

（
新
設
）

の
五
月
一
日
に
在
職
す
る
指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
等
及
び
指
定
都
市
の
設

置
す
る
共
同
調
理
場
の
一
般
教
職
員
で
あ
る
栄
養
教
諭
等
の
一
人
当
た
り
の
給
料

の
月
額
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
、
人
材
確
保
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講

じ
ら
れ
て
い
る
措
置
並
び
に
当
該
指
定
都
市
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
指
定
都
市

の
設
置
す
る
小
学
校
等
及
び
指
定
都
市
の
設
置
す
る
共
同
調
理
場
の
一
般
教
職
員

で
あ
る
栄
養
教
諭
等
の
実
数
等
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。
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十
五

指
定
都
市
栄
養
教
諭
等
算
定
基
礎
定
数

各
指
定
都
市
ご
と
に
、
当
該
年
度

（
新
設
）

の
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
等
及
び
指
定
都
市

の
設
置
す
る
共
同
調
理
場
の
栄
養
教
諭
等
に
つ
い
て
、
標
準
法
第
八
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
産
休
代
替
教
職
員
等
の
実
数
と
の
合
計
数
か
ら
育
児
休

業
者
、
配
偶
者
同
行
休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の

実
数
の
合
計
数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。

十
六

指
定
都
市
事
務
職
員
基
礎
給
料
月
額

各
指
定
都
市
ご
と
に
、
当
該
年
度
の

（
新
設
）

五
月
一
日
に
在
職
す
る
指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
等
の
一
般
教
職
員
で
あ
る

事
務
職
員
の
一
人
当
た
り
の
給
料
の
月
額
と
し
て
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
及
び
当

該
指
定
都
市
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
等
の
一
般

教
職
員
で
あ
る
事
務
職
員
の
実
数
等
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。

十
七

指
定
都
市
事
務
職
員
算
定
基
礎
定
数

各
指
定
都
市
ご
と
に
、
当
該
年
度
の

（
新
設
）

五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
等
の
事
務
職
員
に
つ

い
て
、
標
準
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
級
編
制
の
標

準
に
よ
り
算
定
し
た
学
級
数
に
基
づ
き
標
準
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

数
と
産
休
代
替
教
職
員
等
の
実
数
と
の
合
計
数
か
ら
育
児
休
業
者
、
配
偶
者
同
行

休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
実
数
の
合
計
数
を
減

じ
た
数
を
い
う
。



- 17 -

十
八

指
定
都
市
特
別
支
援
学
校
教
職
員
基
礎
給
料
月
額

各
指
定
都
市
ご
と
に
、

（
新
設
）

当
該
年
度
の
五
月
一
日
に
在
職
す
る
指
定
都
市
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
小

学
部
及
び
中
学
部
の
一
般
教
職
員
の
一
人
当
た
り
の
給
料
の
月
額
と
し
て
、
国
家

公
務
員
の
俸
給
、
人
材
確
保
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
て
い
る
措
置
並

び
に
当
該
指
定
都
市
に
お
け
る
経
験
年
数
別
の
指
定
都
市
の
設
置
す
る
特
別
支
援

学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
一
般
教
職
員
の
実
数
等
を
勘
案
し
て
文
部
科
学
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。

十
九

指
定
都
市
特
別
支
援
学
校
教
職
員
算
定
基
礎
定
数

各
指
定
都
市
ご
と
に
、

（
新
設
）

当
該
年
度
の
五
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
指
定
都
市
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校

の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教

諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
等
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
講

師
及
び
事
務
職
員
に
つ
い
て
、
標
準
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
規

定
す
る
学
級
編
制
の
標
準
に
よ
り
算
定
し
た
学
級
数
に
基
づ
き
標
準
法
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
産
休
代
替
教
職
員
等
の
実
数
と
の
合
計
数
か

ら
育
児
休
業
者
、
配
偶
者
同
行
休
業
者
、
専
従
職
員
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定

め
る
者
の
実
数
の
合
計
数
を
減
じ
た
数
を
い
う
。

（
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
額
）

（
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
額
）

第
二
条

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
負
担
額
は
、
当
該
年

第
二
条

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
負
担
額
は
、
当
該
年

度
に
お
け
る
同
条
に
規
定
す
る
経
費
（
以
下
「
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す

度
に
お
け
る
同
条
に
規
定
す
る
経
費
（
以
下
「
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す

る
経
費
」
と
い
う
。
）
の
実
支
出
額
の
合
計
額
が
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

る
経
費
」
と
い
う
。
）
の
実
支
出
額
の
合
計
額
が
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

定
し
た
額
の
合
計
額
（
以
下
「
都
道
府
県
算
定
総
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
都
道

定
し
た
額
の
合
計
額
（
以
下
「
算
定
総
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
都
道
府
県
に
つ
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府
県
に
つ
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
算
定
総
額
の
三
分
の
一
を
最
高
限
度
と
す
る
。

い
て
は
、
当
該
算
定
総
額
の
三
分
の
一
を
最
高
限
度
と
す
る
。

一

都
道
府
県
教
員
基
礎
給
料
月
額
に
都
道
府
県
教
員
算
定
基
礎
定
数
を
乗
じ
て
得

一

教
員
基
礎
給
料
月
額
に
教
員
算
定
基
礎
定
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
を
乗
じ

た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

て
得
た
額

二

都
道
府
県
栄
養
教
諭
等
基
礎
給
料
月
額
に
都
道
府
県
栄
養
教
諭
等
算
定
基
礎
定

二

栄
養
教
諭
等
基
礎
給
料
月
額
に
栄
養
教
諭
等
算
定
基
礎
定
数
を
乗
じ
て
得
た
額

数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

三

都
道
府
県
事
務
職
員
基
礎
給
料
月
額
に
都
道
府
県
事
務
職
員
算
定
基
礎
定
数
を

三

事
務
職
員
基
礎
給
料
月
額
に
事
務
職
員
算
定
基
礎
定
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十

乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

二
を
乗
じ
て
得
た
額

四

都
道
府
県
特
別
支
援
学
校
教
職
員
基
礎
給
料
月
額
に
都
道
府
県
特
別
支
援
学
校

四

特
別
支
援
学
校
教
職
員
基
礎
給
料
月
額
に
特
別
支
援
学
校
教
職
員
算
定
基
礎
定

教
職
員
算
定
基
礎
定
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

五

都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
等
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
設

五

公
立
の
小
学
校
等
、
公
立
の
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
並
び
に
市

置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
並
び
に
市
町
村
立
の
共
同
調
理
場

町
村
立
の
共
同
調
理
場
の
一
般
教
職
員
に
係
る
給
料
の
調
整
額
、
教
職
調
整
額
並

の
一
般
教
職
員
に
係
る
給
料
の
調
整
額
、
教
職
調
整
額
並
び
に
地
方
自
治
法
（
昭

び
に
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項
に

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
手
当
、

規
定
す
る
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
通
勤
手
当

地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特

、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を

殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、
へ
き
地
手

含
む
。
）
、
へ
き
地
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、
時
間
外
勤
務
手

当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管

当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
管
理
職
手
当
、
期
末
手
当
、
勤

理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
管
理
職
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
寒
冷
地
手
当

勉
手
当
、
寒
冷
地
手
当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特

、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
及
び
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
（
次
項
第
五
号

別
手
当
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
給
与
の
種
類
ご
と
に
、
国
家
公
務
員
の
給
与
及

に
お
い
て
「
給
料
の
調
整
額
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
給
与
の

び
人
材
確
保
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
て
い
る
措
置
等
を
勘
案
し
て
、

種
類
ご
と
に
、
国
家
公
務
員
の
給
与
及
び
人
材
確
保
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講

毎
年
度
、
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
各
都

じ
ら
れ
て
い
る
措
置
等
を
勘
案
し
て
、
毎
年
度
、
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と

道
府
県
ご
と
に
算
定
し
た
額
の
合
計
額

協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
各
都
道
府
県
ご
と
に
算
定
し
た
額
の
合
計
額
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２

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
負
担
額
は
、
当
該
年
度
に

（
新
設
）

お
け
る
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
実
支
出
額
の
合
計
額
が
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
（
以
下
「
指
定
都
市
算
定
総
額
」

と
い
う
。
）
を
超
え
る
指
定
都
市
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
算
定
総
額
の
三
分

の
一
を
最
高
限
度
と
す
る
。

一

指
定
都
市
教
員
基
礎
給
料
月
額
に
指
定
都
市
教
員
算
定
基
礎
定
数
を
乗
じ
て
得

た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

二

指
定
都
市
栄
養
教
諭
等
基
礎
給
料
月
額
に
指
定
都
市
栄
養
教
諭
等
算
定
基
礎
定

数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

三

指
定
都
市
事
務
職
員
基
礎
給
料
月
額
に
指
定
都
市
事
務
職
員
算
定
基
礎
定
数
を

乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

四

指
定
都
市
特
別
支
援
学
校
教
職
員
基
礎
給
料
月
額
に
指
定
都
市
特
別
支
援
学
校

教
職
員
算
定
基
礎
定
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

五

指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
等
、
指
定
都
市
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の

小
学
部
及
び
中
学
部
並
び
に
指
定
都
市
の
設
置
す
る
共
同
調
理
場
の
一
般
教
職
員

に
係
る
給
料
の
調
整
額
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
給
与
の
種
類
ご
と
に
、
国
家

公
務
員
の
給
与
及
び
人
材
確
保
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
て
い
る
措
置

等
を
勘
案
し
て
、
毎
年
度
、
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
各
指
定
都
市
ご
と
に
算
定
し
た
額
の
合
計
額

（
前
年
度
以
前
の
年
度
に
係
る
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
を
負
担

（
前
年
度
以
前
の
年
度
に
係
る
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
を
負
担

す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
に
係
る
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度

す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
都
道
府
県
に
係
る
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
額
）
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）
第
三
条

当
該
年
度
に
お
い
て
そ
の
前
年
度
以
前
の
年
度
に
係
る
教
職
員
の
給
与
及
び

第
三
条

当
該
年
度
に
お
い
て
そ
の
前
年
度
以
前
の
年
度
に
係
る
教
職
員
の
給
与
及
び

報
酬
等
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
に

報
酬
等
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
、
次

つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
の
三
分
の
一
を
教

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
の
三
分
の
一
を
教
職
員
の
給
与
及

職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
と
す
る
。

び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
と
す
る
。

一

当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
年
度
分
の
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経

一

当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
年
度
分
の
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経

費
の
実
支
出
額
（
そ
の
額
が
当
該
年
度
に
お
け
る
都
道
府
県
算
定
総
額
又
は
指
定

費
の
実
支
出
額
（
そ
の
額
が
当
該
年
度
に
お
け
る
算
定
総
額
を
超
え
る
と
き
は
、

都
市
算
定
総
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
算
定
総
額
又
は
指
定
都
市
算

当
該
算
定
総
額
）

定
総
額
）

二

当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
年
度
に
係
る
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す

二

当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
年
度
に
係
る
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す

る
経
費
で
当
該
年
度
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
当

る
経
費
で
当
該
年
度
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
当

該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
に
係
る
そ
の
年
度
に
お
け
る
教
職
員
の
給
与
及
び
報

該
都
道
府
県
に
係
る
そ
の
年
度
に
お
け
る
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る

酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負
担
額
の
算
定
方
法
の
例
に
準
じ
て
、
文
部
科
学
大

経
費
の
国
庫
負
担
額
の
算
定
方
法
の
例
に
準
じ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣

臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
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○

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
項
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
学
校
教
育
法
等
の
特
例
に
係
る
教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
等
の
読
替
え
）

（
学
校
教
育
法
等
の
特
例
に
係
る
教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
等
の
読
替
え
）

第
四
条

特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
政
令
の

第
四
条

特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
政
令
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

義
務
教
育
費
国

第
一
条

義

務

教

義
務
教
育
学
校
並
び
に
国
家
戦
略
特
別
区

義
務
教
育
費
国

第
一
条

中

学

校

都
道
府
県
立
の
中
学
校
（

庫
負
担
法
第
二

第
四
号

育

学

校

域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）

庫
負
担
法
第
二

第
四
号

（

条
た
だ
し
書
及

を

第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す

条
た
だ
し
書
の

除

く

。

除
く
。
）
並
び
に
国
家
戦
略
特
別
区
域
法

び
第
三
条
た
だ

る
特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
（
以
下
単

規
定
に
基
づ
き

）

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十

し
書
の
規
定
に

に
「
特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
」
と
い

教
職
員
の
給
与

二
条
の
三
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
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基
づ
き
教
職
員

う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を

及
び
報
酬
等
に

定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
（
以
下
単
に
「

の
給
与
及
び
報

要
す
る
経
費
の

特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
」
と
い
う
。

酬
等
に
要
す
る

国
庫
負
担
額
の

）
に
該
当
す
る
も
の

経
費
の
国
庫
負

第
一
条

第

十

三

以
下
こ
の
号
及
び
第
十
三
号

最
高
限
度
を
定

第
一
条

講
師

講
師
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
校
長
及

担
額
の
最
高
限

第
五
号

号

め
る
政
令
（
平

第
五
号

び
教
諭
等
」
と
い
う
。
）

度
を
定
め
る
政

減

じ

た

減
じ
た
数
と
都
道
府
県
立
の
特
定
公
立
国

成
十
六
年
政
令

減

じ

た

減
じ
た
数
と
特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等

令
（
平
成
十
六

数

際
教
育
学
校
等
の
校
長
及
び
教
諭
等
の
数

第
百
五
十
七
号

数

の
校
長
及
び
教
諭
等
の
数
と
し
て
文
部
科

年
政
令
第
百
五

と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

）

学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

十
七
号
）

に
よ
り
算
定
し
た
数
と
を
合
計
し
た
数

た
数
と
を
合
計
し
た
数

第
一
条

減

じ

た

減
じ
た
数
と
都
道
府
県
立
の
特
定
公
立
国

第
一
条

減

じ

た

減
じ
た
数
と
特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等

第
七
号

数

際
教
育
学
校
等
の
栄
養
教
諭
等
の
数
と
し

第
七
号

数

の
栄
養
教
諭
等
の
数
と
し
て
文
部
科
学
省

て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数

り
算
定
し
た
数
と
を
合
計
し
た
数

と
を
合
計
し
た
数

第
一
条

減

じ

た

減
じ
た
数
と
都
道
府
県
立
の
特
定
公
立
国

第
一
条

減

じ

た

減
じ
た
数
と
特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等

第
九
号

数

際
教
育
学
校
等
の
事
務
職
員
の
数
と
し
て

第
九
号

数

の
事
務
職
員
の
数
と
し
て
文
部
科
学
省
令

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
と

算
定
し
た
数
と
を
合
計
し
た
数

を
合
計
し
た
数

第
一
条

以
下

特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
に
該
当
す
る

（
新
設

（

新

設

（
新
設
）

第
十
二

も
の
を
除
く
。
以
下

）

）

号第
一
条

減

じ

た

減
じ
た
数
と
指
定
都
市
の
設
置
す
る
特
定

（
新
設

（

新

設

（
新
設
）

第
十
三

数

公
立
国
際
教
育
学
校
等
の
校
長
及
び
教
諭

）

）

号

等
の
数
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る



- 23 -

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
を
合
計
し

た
数

第
一
条

減

じ

た

減
じ
た
数
と
指
定
都
市
の
設
置
す
る
特
定

（
新
設

（

新

設

（
新
設
）

第
十
五

数

公
立
国
際
教
育
学
校
等
の
栄
養
教
諭
等
の

）

）

号

数
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
を
合
計
し
た
数

第
一
条

減

じ

た

減
じ
た
数
と
指
定
都
市
の
設
置
す
る
特
定

（
新
設

（

新

設

（
新
設
）

第
十
七

数

公
立
国
際
教
育
学
校
等
の
事
務
職
員
の
数

）

）

号

と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
し
た
数
と
を
合
計
し
た
数

第
二
条

次

項

第

以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
五
号

第
二
条

義

務

教

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
（
以
下
こ
の

第
一
項

五
号

第
五
号

育

等

教

号
に
お
い
て
「
給
料
の
調
整
額
等
」
と
い

第
五
号

い

う

。

い
う
。
）
並
び
に
都
道
府
県
立
の
中
学
校

員

特

別

う
。
）
並
び
に
公
立
の
中
学
校
（
特
定
公

）

（
特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
に
該
当
す

手
当

立
国
際
教
育
学
校
等
に
該
当
す
る
も
の
に

る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
中
等
教
育
学
校

限
る
。
）
及
び
中
等
教
育
学
校
（
特
定
公

（
特
定
公
立
国
際
教
育
学
校
等
に
該
当
す

立
国
際
教
育
学
校
等
に
該
当
す
る
も
の
に

る
も
の
に
限
る
。
）
の
前
期
課
程
の
管
理

限
る
。
）
の
前
期
課
程
の
管
理
に
要
す
る

に
要
す
る
経
費
（
教
職
員
に
係
る
給
料
の

経
費
（
教
職
員
に
係
る
給
料
の
調
整
額
等

調
整
額
等
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

第
二
条

給

料

の

給
料
の
調
整
額
等
並
び
に
指
定
都
市
の
設

（
新
設

（

新

設

（
新
設
）

第
二
項

調

整

額

置
す
る
中
学
校
（
特
定
公
立
国
際
教
育
学

）

）

第
五
号

等

校
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び

中
等
教
育
学
校
（
特
定
公
立
国
際
教
育
学
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校
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
前

期
課
程
の
管
理
に
要
す
る
経
費
（
教
職
員

に
係
る
給
料
の
調
整
額
等
に
相
当
す
る
も

の
に
限
る
。
）


